
月9
2024年／令和６年

● 赤い羽根共同募金運動について
● 歳末たすけあい事業のお知らせ
● 善意をありがとうございます
● 刈羽村社会福祉協議会の

キャッチコピーが決定しました
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社会福祉法人
刈羽村社会福祉協議会発行・編集

● 会　　場：刈羽村福祉センター いこえ～る
● 定　　員：８名
● 参　加　料：無料
● 持　ち　物：ご自身のスマホ、筆記用具
● 申込方法：各日、申込受付日の９時から電話にて申し込みを受け付けます。
 開催日の1週間前または定員に達し次第、受付を終了します。
※内容は変更になる場合がございます。
※スマホをお持ちでない方は貸し出しもできます（限定２台）。貸出希望の方は、申込時にお伝えください。

スマホ操作の基本を主に学ぶ内容となっています。申し込みは不要です。
おいで家参加費として、100円いただきます。興味のある方はご参加ください。

スマホ教室を開催しました！スマホ教室を開催しました！

【申し込み・お問い合わせ】刈羽村社会福祉協議会　TEL.0257-45-2026

内容

▲

 ①メッセージアプリを使おう
 ②FUN+WALKアプリを使って
 　楽しく歩こう
申込受付日時

▲

10月25日（金）9：00 ～

内容
▲

 ①メールをしてみよう
 ②マイナカードを健康保険証として利用しよう、
 　公金受取口座の登録をしよう
申込受付日時

▲

10月15日（火）9：00 ～

１１月５日（火）13：30～ 15：30 １１月15日（金）13：30～ 15：30

今後の予定

▲

10月　３日（木）高町地区▲

１１月21日（木）勝山地区▲

１２月１２日（木）赤田地区
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赤い羽根共同募金運動が始まります！

《目標額の内訳》《目標額の内訳》
● 新潟県内の福祉施設や団体へ ２52，０００円
● 刈羽村の地域福祉事業へ 　１，794，０００円

・NPO 法人ゆめ福祉会 夢工房：イベント出店による売上拡大事業（ポータブル電源購入）
・刈羽村社会福祉協議会：ボランティアセンター事業、 いどばた喫茶おいで家事業、
　　　　　　　　　　　　米寿お祝い訪問事業、 福祉教育事業、 マイクロバス事業、
　　　　　　　　　　　　歳末たすけあい事業、配食サービス事業

～  赤 い 羽 根 共 同 募 金 に つ い て  ～

令和 6 年度 刈羽村共同募金委員会 募金目標額令和 6 年度 刈羽村共同募金委員会 募金目標額

２,046,０００円

　赤い羽根共同募金は、地域ごとに民間福祉団体、社会福祉協議会などか
らの助成申請をもとに、あらかじめ募金目標額を定めてから募金活動を行
う「計画募金」です。
　刈羽村では、目標額達成のため戸別募金として一世帯1,000円を目安に
募金をお願いしています。また、村内外の法人・個人企業の皆様には、事
業所として法人募金もお願いしています。
　ご協力をよろしくお願いいたします。

刈羽村では満７０歳以上の方で自動車の
衝突軽減ブレーキ等の安全装置の購入に対して、

補助金制度がございます。

先進安全自動車装置購入補助金制度実施中！！
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　この事業は、地域の誰もがより良い年末年始を過ごせるよう年末
の家事のお手伝いや正月用品などをお届けするサービスです。
　ご希望の方は、お申し込みください。

　対象となる方　　刈羽村に在住の方で、下記のいずれかに該当する方

・介護保険 認定者（要介護４または５）
・身体障がい者（身体障害者手帳１種１級または２級保持者）
・知的障がい者（療育手帳A保持者）
・精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１級保持者）
・80歳以上の一人暮らし高齢者

 　　サービス内容　　（①～⑩の中から一つお選びください。）

【年末の家事のお手伝いなど】
　①障子の張替え　　②家の掃除　　③冬囲い　　④その他年末年始に関連する作業
　⑤理美容サービス（村内の理美容院に限定）

【正月用品等のお届け】　※品名や規格は昨年のものであり、変更になる場合がございます。
　⑥みかん（Ｍサイズ、１箱）
　⑦うどんセット（平･丸めんとつゆのセット）
　⑧そばセット（自然芋等４種類のそばとつゆのセット)　
　⑨パックごはん（小盛りタイプ）　　⑩トイレットペーパー（70個程度）

　
 申  込  方  法  ご希望の方は１１月１日（金）までに下記申込先へご連絡をお願いします。
  申込書や詳しいサービス内容の書類をお渡しします。
  お越しいただくのが困難な場合は、職員がお伺いします。
 　 実  施  期  間  令和６年１１月２１日（木）～  令和７年１月２０日（月）の間
  ※年末年始は除きます。また、正月用品等は12月中旬頃に配達予定です。
 　 そ 　 の 　 他  サービス対象者に該当するか確認をさせていただきます。ご不明な点が
  ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

～この事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けて実施します～

歳末たすけあい事業のお知らせ

お問い合わせ・申込先　 刈羽村社会福祉協議会　電話 0257－45－2026
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善意をありがとうございます

いただいたご寄付は、社会福祉活動のために活用させていただきます。ありがとうございました。

職員で意見を出し、話し合いを重ね、上記のキャッチコピーに決定しました。
刈羽村社会福祉協議会として村民の皆さまと共に歩み、より良い地域福祉へ貢献できるよう職員一同尽力いたします。
刈羽村社会福祉協議会を引き続きよろしくお願いいたします。

　令和５年10月17日に一般社団法人柏崎青年会議所と災害時相互協力協定を結び、その活動の一
つとして、８月30日に合同研修会を実施しました。研修内容としては、お互いの活動紹介、石川
県七尾地区災害ボランティア参加報告、意見交換会です。
　意見交換会では、お互いの事業や活動の紹介を踏まえた上で、「今後お互いにどのようなかかわ
り方ができるか？」というテーマで５つのグループに分かれ話し合いを行いました。事業で困って
いることや、こんなかかわりが持てそうなどの意見が挙がり、お互いが協力することで課題解決や、
取り組めそうなことがたくさんあり、今後について考える有意義な時間となりました。

柏崎青年会議所と合同研修会を行いました！

●匿名希望者 様 　20,000円
●五十嵐 孝一 様 　50,000円

期間：令和６年６月１日～８月31日

「 支え合い　共に歩む　地域福祉 」

「愛の絵はがき交換事業」事業終了のお知らせ
　毎年、刈羽小学校児童の皆さんから村内のお年寄りの方に年賀状を書いていただいておりましたが、令和
７年元旦に届く年賀状をもって事業を終了させていただくことになりました。多くの皆様からご協力をいた
だき、ありがとうございました。

ちょっとしたお仕事もお任せください！
お仕事お任せください！お仕事お任せください！ 一般家庭

企業等の
皆様へ

一般家庭
企業等の
皆様へ

【問い合せ】

家や畑の除草、清掃、剪定、
障子貼りなど承ります。
お気軽にお問い合せください。


